
苅田町 自治会女性役員参画推進補助金ガイド

女性の自治会運営への参画を促進。地域の意思決定過程における男女共同参画を支援します。

申請 か ら

完了 までの

3 ス テ ッ プ

女性役員３割以上

10万円
総役員数（兼務は１名換算）

のうち女性が３０％以上を

占める場合に交付されます。

＼どちらかでOK!／

補助金の対象と支給額

女性区長

１０万円
区長が女性である場合に、

別途10万円が交付されます。

補助金の使い道は

自治会の自由

最大合計

20万円
女性役員3割以上
+女性区長
の場合

町からの用途指定はなく、各自治会の
判断で自由に活用することが可能です。

交付申請 (様式第1号）

総会資料(役員
名簿・予算書) 
と規約を添えて
町長へ提出しま
す。
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当補助金制度は5年間の期間限定です。 令和8年4月スタート 令和13年3月終了
ご相談は… 人権男女共同参画室へ！

（苅田町役場３階）
TEL 093-434-1958

決定通知と請求
(様式第2・3号）

町からの決定
通知後、速やか
に請求書を提出
することで
補助金が交付
されます。

2 実績報告(様式第4号）

年度終了後30日
以内に、補助金
を計上した決算
報告書などを提
出します。
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